
1 競争入札に付する事項
（１） 契約件名

（２） 契約内容

（３） 納入期限

（４） 納入場所

（５） 入札方法

2 競争に参加する者に必要な資格 (1)

(2) 予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。
(3)

(4)

3 証明書等の提出期限、提出方法 17 時 00 分

4

5 入札説明書の交付期間、交付方法　

か ら ま で

6 入札書等の提出期限

7 開札の日時場所 海上保安庁入札室

8 入札保証金および契約保証金

9 入札の無効

10 落札者の決定方法 (1)

11 契約書作成の要否

12 仕様に関する問い合わせ先
(跡上  内線6760)

（交付方法）
入札説明書等の交付は、当庁ホームページの「調達情報」の「入札・落札等の状況」からダウンロードす
ること。http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/nyusatsu/r4ippan.html
　また、郵送で交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒（宛先を明記する）並びに重量200g
に見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添付して上記４の係に申し込むこと。

(1)確認書（電子調達用）
(2)資格審査結果通知書（電子、紙入札共通）

・紙入札により入札参加する場合
　以下の書類を下記４の窓口に直接提出又は郵送により提出すること。
　（ただし、郵送の場合は配達証明が確認できるものでの郵送に限る）

03-3591-6361 （内線　2821　)

（入札説明書等の交付期間）

令 和 4 年 9 月 21 日 令 和 4 年 10 月 5 日

海上保安庁交通部整備課
03-3591-6361

以上公告する。

(2)

令 和 4 年 10 月 18 日 17 時 00 分

令 和 4 年 10 月 19 日 13 時 30 分

免除

本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び海上保安庁入札・見積者心
得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。

要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額
を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
るかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する額を入札書に記載すること。

海上保安庁入札・見積者心得書による。

本業務は、契約手続にかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達
システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。

（証明書等提出期限） 令 和 4 年 10 月 5 日
（提出方法）
・電子調達システムにより入札参加する場合
　以下の書類を電子調達システムにより提出すること。

契約条項等を示す場所、契約
及び入札に関する問い合わせ先

東京都千代田区霞が関２－１－３　
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第一契約係

(1)紙入札方式参加願（紙入札用）
(2)資格審査結果通知書（電子、紙入札共通）

電子調達システム（ＧＥＰＳ）の利用本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで
行う対象案件である。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。なお、
当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の２の規定
に基づく随意契約には移行しない。また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方
式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。その他詳細については、入札説
明書による。

予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人
であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。

令和４・５・６年度国土交通省一般競争参加資格（全省庁統一資格）において、下記「契約の種類」
に応じた何れかの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。また、当該
部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。

警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共
事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

「役務の提供等」 の Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ等級

仕様書のとおり

公　　　　告 庁契第　1175　号

令和4年9月21日
支出負担行為担当官

記

有等レンズへのLED光源導入に関する調査検討業務
仕様書のとおり
令 和 5 年 3 月 24 日

下記のとおり一般競争入札に付します。本案件は、競争参加資格確認のための証明書等（以下、「証明書
等」という。）の提出、入札及び契約を電子調達システム（ＧＥＰＳ）で行う対象案件です。

海上保安庁総務部長　勝山　潔



入　札　説　明　書

（最低価格落札方式）

別紙－1　入札書（海上保安庁様式）
様式－１　紙入札方式参加願
様式－２　紙契約方式承諾願
様式－３　確認書（電子入札参加申し込み用）
様式－４　電子証明書変更承諾申請書
様式－５　期間委任状
様式－６　都度委任状
別冊　契約書（案）
別冊　仕様書

契約番号： 庁契第　1175　号
契約件名：

項目及び構成

１　契約担当官等
２　調達内容
３　競争参加資格
４　入札参加申込手続き
５　入札書及び関係書類の提出場所等
６　その他

有等レンズへのLED光源導入に関する調査検討業務



１　契約担当官等

２　調達内容

(内線6760)03-3591-6361
海上保安庁交通部整備課　跡上

　海上保安庁の調達契約に係わる入札公告
 (令和4年9月21日付） に基づく入札につ
いては、会計法（昭和22年法律第35号）、予算決算及び会計令昭和22年勅令第165号）、契約
事務取扱規則（昭和37年大蔵省令第52号）等に定めるもののほか、この入札説明書によるもの
とする。

支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長　勝山　潔

入　　札　　説　　明　　書

　⑷　納入場所
仕様書のとおり

　⑸　仕様説明会の日時等
仕様説明会は実施しない。
　なお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。
仕様書等に関する問い合わせ先
　　〒100-8976　東京都千代田区霞が関２－１－３

　⑴　契約件名
有等レンズへのLED光源導入に関する調査検討業務

　⑵　契約内容

令和5年3月24日

仕様書のとおり
　⑶　納入期限

⑹　入札方法
　　原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。
　　なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決
  算及び会計令第９９条の２の規定に基づく随意契約には移行しない。
　　また、電子調達システムにより難い者は、発注者に紙入札方式参加願及び
　　紙契約方式承諾願を提出して紙入札方式、紙契約方式に代えるものとする。
　　落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
　①　入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積もるものとする。
　②　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に
　　相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、そ
　　の端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入
　　札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
　　るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を
　　記載した入札書を提出しなければらない。
　③　入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない｡
    この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札
    書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
⑺　入札保証金及び契約保証金　　免　除



３　競争参加資格
⑴

⑵ 　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶

⑷

⑸

４　入札参加申込手続き
⑴ 　申込方法

期間委任状について
ａ

ｂ
ｃ
ｄ
ｅ

　電子入札においては、復代理は認めない。
　委任期間は当該年度内を限度とする。
　代表者及び受任者の記名・押印された委任状（書面）の提出とする。
　原則として期間委任状の委任期間中の都度委任状の提出は認めない。

　入札参加希望者は、４（５）の各書類を各提出先に持参又は郵送すること。（電子調達シ
ステムにより提出するものは除く）
　なお郵送にて提出する場合は、提出期限までに提出先に必着すること。（郵送の場合は、
配達証明が確認出来るものに限る）
　また、代表者から委任を受けている者（以下「受任者」という）が入札を行う場合は期間
委任状（様式５）又は都度委任状（様式６）を入札参加手続きまでに提出する（当該委任に
係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に
関する委任状を提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省
略することができる。この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を
選任して委任することは認めない｡)。

　入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければなら
ない。

　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている
者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　令和４・５・６年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格審査）において「役務の提
供等」 のＡ，Ｂ，Ｃ又はＤ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する
者であること。(ただし指名停止期間中にあるものは除く。)
　なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格審査申請
を行う必要があるので下記５⑵へ問い合わせること。

　警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省
公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後２年を経過していない者。(これ
を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)
  (ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質
　　　若しくは数量に関しての不正の行為をした者
  (イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を
　　　得るために連合した者
  (ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
  (エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
  (オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
  (カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の
　　　履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者



⑵ 　電子調達システムによる証明書等の送信方法

⑶ 　ファイル圧縮方法の指定

⑷

⑸
各提出書類の提出先は次のとおりです。

⑹ 　証明書等審査結果の通知
令和4年10月11日 までに電子調

達システム又は文書等により通知する。

　ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とする。（自己解凍方式は不可）

　ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合証明書等の
ファイル容量が10MBを超える場合には、電子調達システムによる入札参加申し込みに必要な
「確認書」及び「資格審査結果通知書（写）」のみを、１つのファイルとして（例えばPDF
形式のファイル）まとめたものを、電子調達システムから送信し、それ以外の証明書等につ
いては、直接５⑵の契約係担当者に手渡すこと。
　直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規
定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）に
よる提出をすることが出来る。この場合、事前に５⑵にその旨を連絡すること。
　なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対して電子調達システムにより通知又は確認
通知書を送付する。

　証明書等の提出期限 令和4年10月5日 17時00分

４⑴により提出された証明書等の審査結果を、

3 Microsoft Excel Excel2000形式以下のもの

4 その他のアプリケーション

PDFファイル
画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)
上記に加え特別に認めたファイル形式

・確認書（電子入札用）（電子調達システムにより提出）
・資格審査結果通知書（写）（電子調達システムにより提出）

〇電子調達システムにより入札参加する場合

〇紙入札により入札参加する場合

・紙入札方式参加願（紙入札用）（提出先下記5（2））
・資格審査結果通知書（写）（提出先下記5（2））

1 一太郎 Ver10形式以下のもの
2 Microsoft Word Word2000形式以下のもの

　電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバー
ジョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。

番号 使用アプリケーション 保存するファイル形式



※

※

５　入札書及び関係書類の提出場所等
⑴

⑵ 　入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先

井上　波美
内線 2821

⑶ 　入札説明書（仕様書等添付）の交付期間
令和4年9月21日 から まで

⑷ 　入札書の提出期限
令和4年10月18日

⑸ 　入札書の提出方法
①　電子調達システムによる場合

ア 　入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。
イ 　入札書等の記載事項

　 ａ 　契約件名は、定められた件名を記載するものとする。
ｂ
ｃ

ウ 　入札書等の提出
ａ

ｂ

②　紙による入札の場合
ア 　入札書の様式は、別紙－1によるものとする。
イ 　入札書等の記載事項

　 ａ

ｂ

c
d

e

　入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。
　入札書には、入札者の住所及び氏名を記載しなければならない。

　受任者（以下「代理人」という）が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名
（法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名）を記載し、代理人
の印鑑を押印しなければならない。以下、記載例による。
【記載例】
　　海保株式会社　代表取締役（社長）　○○　○○　代理
　　東京都千代田区霞ヶ関２－１－３
　　海保株式会社　東京支店（又は○○部）
　　支店長（又は○○部長）○○　○○　印

（電子認証書を取得している者であること。）

　入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告した期限までに到達する
ように提出しなければならない。

　電子入札に利用することができる電子証明書は、資格審査結果通知書に記入さ
れている者（以下「代表者」という。）又は代表者から入札・見積権限及び契約
権限について期間委任により委任をうけた者の電子証明書に限る。

　契約件名は、定められた件名を但しがきのあとに記載するものとする。

　入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。

令和4年10月5日

17時00分

　入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
　入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。

電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、
入札に参加できないので注意すること。

　入札参加申込手続き後に辞退する場合は、開札日までに「入札辞退書」を５⑵へ提出する
こと。
なお、入札辞退書等は下記アドレスにて公開しているのでダウンロードして提出すること。
http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/youshikitou.html

　入札書は電子調達システムにより提出すること。
  ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること。
電子調達システムのＵＲＬ及び問い合わせ先
　　　 政府電子調達システム 　　　https://www.geps.go.jp/
       電子調達システムヘルプデスク　　 TEL  0570-000-683

東京都千代田区霞が関２－１－３
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第一契約係
℡03-3591-6361



ウ 　入札書等の提出
ａ

ｂ
ｃ

エ 　郵送により提出する場合

⑹ 　入札の無効
①

ア 　委任状が提出されていない代理人のした入札
イ

ウ

エ 　金額を訂正した入札
オ 　誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札
カ

キ

ク

ケ

②

⑺ 　入札の延期等

　同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

　競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提
出された書類が審査の結果採用されなかった入札

　競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、海上保安庁次長から指名
停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札

　電子入札参加者は、電子証明書を不正使用等してはならない。
　不正使用等した場合には当該電子入札参加者の入札への参加を認めないことがある。
　なお、当該入札に関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、電
子証明書変更承諾申請書（様式４）を提出すること。
　また、電子証明書変更承諾申請書には変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷
したものを添付すること。

　入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行するこ
とができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しく
は入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。

入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができな
い。

　支出負担行為担当官等あて郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関す
る法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同
条第９項に規定する特定信書便事業者（以下「一般信書便事業者等」という。）の提
供する同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）の役務のうち、書留
郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等おいて当該信書物（同法第２条第３項に
規定する信書便物をいう。）の引き受け及び配達記録をした信書便。）にすることが
できる。
郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒には「入札書在中」の旨を記載し、
中封筒に入札書を入れ、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、
「入札書在中」」を朱書するものとする。ただし、入札書の提出期限までに到達する
ように提出しなければならない。

　本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求
められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の１に該当する入札は無
効とする。

　所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入
札

　記名（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えること
ができる。）を欠く入札

　公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るた
めに連合した者の入札

　受任者（以下「代理人」という）が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名
（法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名）を記載し、代理人
の印鑑を押印しなければならない。以下、記載例による。
【記載例】
　　海保株式会社　代表取締役（社長）　○○　○○　代理
　　東京都千代田区霞ヶ関２－１－３
　　海保株式会社　東京支店（又は○○部）
　　支店長（又は○○部長）○○　○○　印

　入札書は、別紙の様式にて作成し、封筒に入れ、かつ、その封皮に「法人名等
及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」」を朱書するものとする。

電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。



⑻ 　開札の日時及び場所

令和4年10月19日

海上保安庁入札室

⑼ 　開札
①　電子調達システムによる場合

ア

イ

②　紙による場合
ア

イ

③

④

⑤

６　その他
⑴ 　契約手続に使用する言語及び通貨　　日本語及び日本国通貨

⑵ 　入札者に要求される事項

⑶ 　落札者の決定方法
①

②

　入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに
応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。

　入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができな
い。

　入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない
事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

　入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しな
ければならない。
　また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められ
た場合には、それに応じなければならない。

　本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札
説明書３の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件をすべて満た
し、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予
定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者
とする。

　ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に
適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者との契約を締結す
ることが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認め
られるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した者を落札者とすることがあ
る。

場所：

　開札及び開披（以下「開札等」という。）は、入札等執行事務に関係のない職員を
立ち会わせてこれを行う。

　開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。
　この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係のない
職員を立ち会わせてこれを行う。

　開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札が
ないときは、原則として引続き再度入札を行う。
　ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定
する日時に再度入札を行う。

　開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札が
ないときは、原則として引続き再度入札を行う。
　ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定
する日時に再度入札を行う。

　本入札は、低入札価格調査制度を採用し、調査基準価格（当該契約の内容に適合した
履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格をいう。）を下回っ
た入札を行なった者については、調査を行なったうえで落札するか否かを決定するもの
とする。

日時： 13時30分



③

ア

イ

ウ

④

⑤

⑷ 　契約書の作成（ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある）

①

②

③

④

⑤

⑸

　契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者
が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれ
に記名押印するものとする。

　上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約
の相手方に送付するものとする。

　契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定し
ないものとする。

　電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及
び取扱い

　電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容
と復旧の可否について調査確認を行うものとする

　すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複
数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の
変更（延長）を行うことができるものとする。
①天災
②広域・地域的停電
③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害
④その他、時間延長が妥当であると認められた場合
（ただし、電子証明書の紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると
認められる場合を除く）
　変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨をすべての電子入札
参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入
札参加者に電話等で連絡するものとする。

　電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装してい
る。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000～999の数字が必要になるので、
電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入
札方式参加願に記載するものとする。
　落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あり、くじにより落札者の決定を
行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。

　同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合
　電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決
定するものとする。

　同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事
業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に 記載した電子
くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。

　同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合
　その場で紙くじ（又は電子くじ）を実施のうえ落札者を決定するものとする。

　契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から７日以内にその旨を落札者
とされなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。
  ただし、開札に立ち会った参加者については、書面による通知を省略する。

　競争入札を執行し、落札者を決定したときは、当該落札者とすみやかに、契約書を取
り交わすものとする。

　調査基準価格を下回った入札を行った者は、契約担当官等の行なう調査、事情聴取等
に協力しなければならない。

　「電子調達システム」による電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続に
従い、契約書を作成しなければならない。なお、電子調達システムによりがたい場合
は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
　紙契約方式の手続をする場合は、紙契約方式承諾願（電子、紙入札共通）を落札決定
後に上記5（2）へ提出すること。



⑹

⑺ 支払条件は履行完了後、一括払いとする。

⑻

⑼

　発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い

　発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織（総務省）と協議し、
障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更
（延長）を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
　障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合において
は、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合
には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。

　上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知かつ、遵守すべき
事項は、「海上保安庁入札・見積者心得」によるものとする。
　    https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/tyoutatu.html

　入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立
てることはできない。



　

 

 一金

ただし

 　

入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。

令和　　　年　　　月　　　日

　

　

　

　

　

　　

（注）１.用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４判とする。

　 ２.金額は「アラビア」数字で記入する。

連絡先２：

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

代表者氏名

別紙様式1-1

入　札　書

住　　所

商号又は名称

有等レンズへのLED光源導入に関する調査検討業務



　

 
（ 庁 1175 ）

 １．発注件名　

　上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため

 紙入札方式での参加をいたします。

資格審査登録番号(業者コード)

　 企業名称

企業郵便番号

企業住所

代表者氏名

代表者役職

電子くじ番号

（連絡先）

電話番号

メールアドレス

入札者

住　　所

企業名称

氏　　名

　

　

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

　　 担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

※１．入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合は

　　その者が記載、押印する。

　２．電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000～999の任意の

　　３桁の数字を記載する。

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿

様式-1

紙入札方式参加願

令和　年　月　日

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

有等レンズへのLED光源導入に関する調査検討業務



（ 庁 1175 ）

　

 

 １．件　名　

　上記の案件は、電子調達システムを利用しての契約ができないため、

 紙契約方式での手続きをいたします。

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

　

　

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

　　 担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

有等レンズへのLED光源導入に関する調査検討業務

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿

様式-2

紙契約方式承諾願

令和　年　月　日

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）



企業名称

代表者

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

は、本入札に使用するＩＣカード券面の番号を記入してください。

（担当者連絡先）※押印省略する場合も、担当者のメールアドレスは必ず記載してください。

担当者名：

電話番号：

メールアドレス：

（左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。）

＊今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。

＊上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。

１０数桁の数字・英字（例：14桁、16桁）

【取得者名】

件　名：有等レンズへのLED光源導入に関する調査検討業務

本案件については、「電子入札方式」により参加します。

                  　

　　　　　 令和    年    月    日

電子入札方式により参加する方

【ＩＣカード券面の番号】 「シリアルナンバー（ＳＮ）」、「ＩＤ」などの項目に続く

（様　式-３）　一般競争入札方式

○宛　　　　　先：　海上保安庁　総務部政務課　予算執行管理室　契約係

確    認    書



様式-４

２．変更後の電子証明書番号

３．変更理由

住所
氏名

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

支出負担行為担当官
  　海上保安庁総務部長　　殿

　上記については承諾します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　　　　　　　　　海上保安庁総務部長

  上記案件について、電子調達システムにより入札に参加することとしていますが、使用している電子証明書
について上記理由により開札までの間に使用できなくなることから、電子証明書の変更を承諾されたく申請し
ます。

電子証明書変更承諾申請書

１．発注件名：



　入札参加者は、入札手続きの開始以降、使用していた電子証明書について、電子証明書発
行機関の電子証明書の利用に関する規約上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満了に
より開札までの間に使用することができなくなることが確実な場合において、当該入札に関し入
札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、発注者に電子証明書変更承認申請
書（様式３）を提出するものとする。この場合において、電子証明書変更承諾申請書には、変更
後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷したものを添付することとする。
　発注者（海上保安庁）は、変更後の電子証明書に関して入札権限等に問題がないことが確認
できる場合についてのみ変更を承諾します。



様式５

期　間　委　任　状

 受任者

   　住  所

   　氏  名

   　使用印

 私は上記の者を代理人と定め

 下記の権限を委任します。

 委任期間    令和    年    月    日から

 　          令和    年    月    日まで

 委任事項

 

 令和    年    月    日

委任者　住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　勝山　潔　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連絡先は２以上記載すること）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先１：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先２：



様式６

都　度　委　任　状

 受任者

   　住  所

   　氏  名

   　使用印

 委任事項

１．

 令和    年    月    日

委任者　住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　勝山　潔　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連絡先は２以上記載すること）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先１：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先２：

 私は上記の者を代理人と定め

「件名：有等レンズへのLED光源導入に関する調査検討業務 」に関する下記の権限を委任します。



 

令 和 ４ 年 度 

庁契第１１７５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

  請負契約書（役務）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



請 負 契 約 書 （ 役 務 ） 

 

１ 契 約 件 名  有等レンズへの LED光源導入に関する調査検討業務 

 

２ 契 約 金 額  金  円 

     うち取引に係る消費税額及び地方消費税額  金  円                           

       

３ 引 渡 期 限  令和５年３月２４日 

   

４ 引 渡 場 所  海上保安庁交通部整備課 

 

５ 契 約 保 証 金  免除 

 

上記請負作業について、発注者 支出負担行為担当官 海上保安庁総務部長 勝山 潔 は、 

受注者 ●● と、次の条件により請負契約を締結する。 

 

（総  則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の仕事を完成し、引渡期限までにこれを引渡場所において発注者に引き渡すものとし、発注者は、これに対

し、受注者に請負代金を支払うものとする。 

 

（仕様書の解釈等） 

第２条 仕様書について疑義を生じたとき又は仕様書に明記されていない事項については、発注者受注者協議して定めるものとし、受注者は、その他

軽微なものについては、発注者又は監督すべきことを命ぜられた職員（以下「監督職員」という。）の解釈若しくは指示に従い、請負金額の範囲内

をもって行うものとする。 

収 入 

印 紙 



（監督職員） 

第３条 発注者は、監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。 

２ 受注者は、監督職員の監督実施について、必要な費用を負担するものとする。 

３ 受注者は、他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出又は提示を求められた場合には、これに応ずるもの

とする。 

４ 受注者は、監督職員から立ち会いを求められた場合は、これに応ずるものとする。 

 

（権利義務の譲渡等）  

第４条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場 

合は、この限りでない。  

 

（一括再委託等の禁止） 

第５条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 

２ 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等を言うものとする。 

 

（再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務） 

第６条 受注者は、業務の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき（以下「再委託」という。）は、あらかじ

め再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承認を得なけ

ればならない。 

なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 

２ 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍、文献購入、消耗品購入、

会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。 

３ 受注者は、第１項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な

業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方（次条「再委託受託者」という。）の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面（以

下「履行体制に関する書面」という。）を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。 



４ 受注者は、前項の場合において、発注者が適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 

５ 第１項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。 

 

（再委託受託者に対する監督） 

第７条 受注者は、発注者又は監督職員が再委託受託者に、請負人に対すると同様の監督をすることができるように必要な措置をとらなければならない。 

２ 受注者は、役務を第三者に請け負わせる場合においても、この契約により受注者の義務とされている事項につきその責を免れない。 

 

（代理人等に関する措置要求） 

第８条 発注者又は監督職員は、現場代理人その他受注者の代理人（下請負人は代理人とみなす。以下同じ。）、主任技術者、使用人又は労務者等でこの

契約の履行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、事由を明示して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 

 

（貸与品） 

第９条 発注者は、仕様書に記載する貸与品を発注者の指定する場所及び日時に受注者に交付する。この場合において、受注者は、貸与品の交付を受

けた都度受領書を発注者に提出し、善良な管理者の注意をもってこれを保管し、かつ、その費用を負担するものとする。 

２ 受注者は、天災地変等の不可抗力又は発注者の責めに帰すべき事由によらないで、貸与品が亡失若しくは損傷し、又はその返還が不可能となった

ときは、発注者の指定する方法により弁償するものとする。 

３ 受注者は、貸与品を仕様書に基づいて使用し、作業の完了又は契約の変更若しくは解除等によって不用となったものは、その内容を明らかにした

書類を作成し、監督職員（監督職員不在の場合は検査職員）の確認を受けて発注者に提出するとともに発注者の指定する時期及び場所において、こ

れを発注者に返還しなければならない。 

 

（納入期限の変更等） 

第１０条 発注者は、その都合により納入期間又は納入場所を変更することができるものとする。 

２ 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。 

 

 



（納入の通知及び検査） 

第１１条 受注者は、成果品を納入するときは、書面をもってその旨を発注者に通知するものとする。 

２ 発注者は、前項の納入通知を受けたときは、納入場所において、検査を行うものとする。 

３ 発注者は、第１項の通知を受けたときは、検査を行うべきことを命じた職員（以下「検査職員」という。）により、仕様書等に指定した方法その

他発注者の適当と認める方法により検査を行うものとする。 

４ 受注者は、検査職員から検査の実施について必要な書類等の提示若しくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。 

 

（成果品の引渡） 

第１２条 受注者は、成果品が前条の検査に合格したときは、これを発注者に引き渡すものとする。 

２ 成果品の所有権は、その引渡しと同時に受注者から発注者に移転するものとする。 

 

第１３条 発注者は、成果品の一部が完成した場合において、その部分の検査を行い、合格部分の全部又は一部の引渡し受けることができるものとする。 

２ 前２条の規定は、前項の検査及び引渡について準用する。 

 

（成果品の転用） 

第１４条 受注者は、頭書の作業で取得した成果品を発注者の承認を得ずに他に転用してはならない。 

 

（請負代金の支払） 

第１５条 発注者は、受注者が履行完了後提出する適法な支払請求書を受理してから３０日以内（以下「約定期間」という。）に海上保安庁において、

その代金を支払うものとする。 

２ 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受

注者に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、

約定期間に算出しないものとする。ただし、この請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適当な支払請求書の

提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。 

                          



（遅延利息） 

第１６条 発注者は、約定期間内に代金の支払をしないときは、受注者に対し遅延利息を支払なければならない。 

２ 遅延利息の額は約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年２．５パーセントとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞した

日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 

３ 前項の規定により計算した遅延利息の額が１００円末満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に１００円末満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てるものとする。 

４ 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くもの

とし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前３項の例

に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。 

 

（引渡期限の延伸） 

第１７条 受注者は、引渡期限までに成果品を引き渡すことができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び完了可能期日を明示して、発注者に引渡期

限の承認を求めなければならない。 

２ 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅延が天災地変その他受注者の責めに帰するこ

とのできない事由に基づく場合のほか遅滞金を徴収する。 

 

（遅滞金） 

第１８条 前条第２項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から、作業完了までの日数に応じ、請負金額の年３パーセン

トとする。ただし、請負金額の１０分の１を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。 

 

（危険負担） 

第１９条 成果品の所有権が移転する以前に生じた成果品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。ただし、発

注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りではない。 

 

 



（契約不適合責任） 

第２０条 受注者は、成果品の所有権移転後１年以内に、その成果品の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」

という。）であることが発見されたときは、発注者の請求により、自己の費用をもってこれを修補し、代替物を引渡し又は不足分を引渡さなければ

ならない。また、その契約不適合によって生じた物品の亡失若しくは損傷に対して、損害を賠償するものとする。 

 

（契約の解除） 

第２１条 下記各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

  （１） 受注者から解除の申出があったとき。 

  （２） 受注者が第４条、第５条及び第６条の規定に違反したとき。 

  （３） 前号のほか、受注者がこの契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。 

  （４） この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくはその使用人等が、不正の行為をしたとき又はこれらの者が発注者の行う検査若

しくは監督を妨げようとしたとき。 

  （５） 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。 

２ 前項第１号から第４号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する１０分の１に相当する金額を発注者に支払わなければ

ならない。ただし、第１号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。 

３ 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当するときは、

この契約を解除することができる。 

   （１） 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所

の代表者をいう。以下この条において同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴力団

対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

   （２） 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められると

き。 

   （３） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する

などしたと認められるとき。 

   （４） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、



若しくは関与していると認められるとき。 

   （５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき 

   （６） 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第１号から第５号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した

と認められるとき 

   （７） 受注者が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合（第６号に該当する場合を除

く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

４ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。 

 

第２２条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に

損害が生じ解約後３０日以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。 

２ 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。 

 

（相殺等） 

第２３条 この契約により発注者が受注者から収得すべき違約金等がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対

して有するときは、これを相殺するものとする。 

２ 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が違約金等を徴収する場合において、受注者は、発注者の指

定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収得金、違約金等が

１，０００円末満の場合は、この限りではない。 

３ 第１６条第２項及び第３項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第２項中「年２．５パーセント」とあるのは「年

３パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは「発注者」、第３項中「１００円」とあるのは、「１円」と読み替えるものとする。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第２４条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額（この契約締結後、契約額の変更が

あった場合には、変更後の契約額）の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 



 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。) 第３条の

規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対

し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」

という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第 63条第２項の規定により取り消された場合を含む。） 

 (2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業

者団体（以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないと

きは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３

条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

  (3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期

間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委

員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を

除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

 (4) この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の６又は独占禁止法第 89

条第１項若しくは第 95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、

年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２５条 本作業により知得した成果品の内容、情報等の秘密は、これを第三者に漏洩してはならない。 

 

（契約外の事項） 

第２６条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者・受注者協議して定めるものとする。 

 以上契約を証するため、この証書２通を作成し、発注者受注者各１通を保有する。 

 

 



 

令和４年１０月１９日 

 

 

住    所 東京都千代田区霞が関２－１－３ 

             発注者 

氏    名  支出負担行為担当官 

海上保安庁総務部長 勝山 潔 

 

住    所  

             受注者           

氏    名  

 

 



交 整 仕 0444
令 和 4年 9月 制 定

有等 レンズヘのLED光 源導入に関する調査検討業務

仕  様  書

海上保安庁



1 概 要

1.1 件名

有等 レンズヘの LED光 源導入に関する調査検討業務

2 目的

現在、航路標識の うち有等 レンズ (第一等～第六等せん光 レンズ等)を 有す る

大型灯台の光源は、平成 8年度か らメタルハ ライ ドランプを使用 している。

このランプは、高輝度放電灯 (HIDラ ンプ)の 一種で有等 レンズ と組み合わせ

ると高光度が得 られ、また定格寿命は 9,000時 間であ り、1日 あた りの夜間平

均連続点灯 13時 間に対 し、最低約 2年 に 1度 のランプ交換で良い特徴 を持って

いるが、昨今の市場規模縮小に伴い主要材料のサプライヤの事業撤退が相次 ぎ

生産継続が困難 となったため、当庁の灯台に使用 している全ての規格について

2024年 度末で生産終了す ることが決定 された。

このことか ら、メタルハライ ドランプ と同等以上の性能を有す る光源導入に

向けて、近年、工業・ 産業用の照明等に普及 している高輝度 LEDを 代替光源

として、現地において既存の有等 レンズと組み合わせた場合、 レンズ通過後の

視認性 を現在のランプ と対比 し、同等以上の性能を有す るか調査 を行い、実用

化に向けた基礎資料を得 ることを目的 とする。

1.3 公の規格

履行にあたっては、本仕様書によるほか、日本産業規格 (JIS)の 基準等による

もの とす る。

1.4 引渡場所

海上保安庁交通部整備課

〒100-8976 東京都千代 田区霞が関 2-1-3

電話 03-3591-6361(代表 )

1.5 現地調査場所

(1)犬吠埼灯台 :千葉県銚子市

[管理事務所 ]

銚子海上保安部 交通課

〒288-0001 千葉県銚子市川 口町 2-6431 銚子港湾合同庁舎 2F

電話 0479-24-6685(交通課直通 )

[第二管区海上保安本部交通部整備課 ]

〒231-8818 :横 浜市中区北仲通 5-57 横浜第二合同庁舎 19F

電話 045-201-8246(整備課直通 )



(2)角 島灯台 :山 口県下関市

[管理事務所 ]

門司海上保安部 交通課

〒801-0841 北九州市門司区西海岸 1-3-10

電話 093-321-1481(交通課直通 )

[第七管区海上保安本部交通部整備課 ]

〒801-8507 北九州市門司区西海岸 1-3-10

電話 093-332-4282(整備課直通 )

門司港湾合同庁舎 8F

門司港湾合同庁舎 10F

1.6 灯台参観業務連絡先

(1)犬吠埼灯台

公益社団法人 燈光会 犬吠埼支所

〒288-0012 千葉県銚子市大吠埼 9576

電話  0479-25-8239(FAX兼 〉

(2)角 島灯台

公益社団法人 燈光会 角島支所

〒759-5332 山口県下関市豊北町大宇角島

月目i言舌  083-786-0108(FAX兼 )

1.7 灯台参観 時 間

(1)犬 吠埼灯台

10月 ～2月 :8:30～ 16:00、 3月 :8:30～ 17:00

(2)角 島灯台

10月 ～2月 :9:00～ 16:30、 3月 :9:00～ 17:00

1.8 履行期限

令和 5年 3月 24日

角島灯台公園内



2 -般 事項

2.1 -般事項

本件は、本仕様書によるほか関連仕様書及び公の規格並びに関連機器の完成
図書等によ り実施す ること。

2.2 履行

本件は、仕様書の内容及び 目的に適合す るよ う実施す るとともに、仕様書に

明記のないものでも当然必要な事項は誠実に実施す ること。

2.3 監督職員及び検査職員

本仕様書において、「監督職員」及び「検査職員」とは支出負担行為担当官が

別 に任命す る海上保安庁職員をい う。

2.4 疑義

本仕様 書 の内容 に疑義 が生 じた ときは、遅滞 な く監督職員 と協議 し、その指

示 に従 うこ と。

2.5 工程表

請負者は、契約後速やかに業務計画書、工程表を作成 し、業務着手に先立ち

監督職員に提出の うえ承認 を得 ること。

2.6 検査

本件は、検査職員の検査合格をもって完了す るもの とす る。

2.7 諸届

請負者は、本件の履行にあた り官公署その他への諸届及び手続 きが必要な場

合は、遅滞な く行 うこと。

2.8 主任技術者

請負者は、本件の実施 に必要な技術知識及び経験を有す る主任技術者 を定め、

監督職員に届け出ること。

2.9 記録

監督職員 と協議 してその指示があったものについては、遅滞な く文書又は図

画等 として記録 し監督職員の承諾 を受けること。



2.10成果物

本件終了後、本仕様書によ り実施 した事項を項 目別 に網羅 した報告書を、A
4版の文書及び CD― R又 はDVD― Rに記録 した電磁的記録によ り各 1部提
出す ること。

また、電磁的記録媒体による報告書は、最新データ (最新パターンファイル )

に更新 されたウイルスチェックソフ トによる対策 を実施 した ものを提出するこ

と。

2.11再 委託承諾 申請書の提出

請負者 は業務の一部 (「 主たる部分」を除 く。)を第二者 に委託 し、又は請け

負わせ よ うとす るときは、再委託承諾 申請書を提出 し承諾 を得 ること。

ただ し、当庁が本仕様書において指定す るもの及び軽微な業務 を再委託す る

場合はこの限 りではない。

2.12現地調査上の注意

現地調査場所である灯台は、参観灯台のため、特に灯台出入 り日付近及び踊

り場は、参観者の妨げにな らないよう調査を行 うこと。

４

，



3 特記仕様

3.1 計画準備

請負者は、本調査の実施 に際 し、事前に 目的及び内容を把握 し、業務計画書
及び工程表を作成 し、監督職員 に提出の うえ、これの承認 を得 ること。

J.2 資料収集整理

請負者 は、本調査の実施にあたっては、モデルケース (試作機 [プ ロ トタイプ])

に使用す る高輝度 LEDの 光源データ等を収集 し整理の うえ、履行す ること。

なお、調査を行 う光源のデータについては、国内外で販売・製造 されている

カタログデータ又は製造仕様書及び社内検査成績書、照明・光学系の学術論文

等、複数の情報源を比較検討 し、遺漏なきよう万全を期す こと。

比較検討 を行 うメタルハ ライ ドランプの規格等は以下の とお りである。

(1)構造及び外観形状

製品名称 スカイビーム

型式・規格又は製造番号 MT400・ S/D(S)

製品写真

構 造図

全 長 2 8 5 1nln

光中心距離 185 mll

外管径 65 inm

回金 E39

※ この表は、比較検討 を行 うメタルハ ライ ドランプの

構造及び外観形状を示 したものである。

〈2)電気的特性

定格 ラ ンプ電力 [W] 400

ランプ電圧 [V] 100

ランプ電流 [A] 4.5

※ この表は、比較検討 を行 うメタルハライ ドランプの

電気的特性を示 したものである。



(3)光 学的特性

全光束 [lm] 33,000

色温度 [K] 6,000

定格寿命 [h] 9,000

※ この表は、比較検討 を行 うメタルハ ライ ドランプの

光学的特性 を示 したものである。

なお、定格寿命は、定格標準光度の 70%に 低下す る

までの時間で平均寿命である。

3.3 モデルの作成

本調査により得た高輝度 LEDの 組み合わせによる光源のモデルケース (試

作機 [プ ロ トタイプ])を作成す ること。

(1)条件の設定

本調査により得た光源の うちメタルハ ライ ドランプの代替 として、上記「3.2

資料収集整理 (3)光 学的特性」で示す以下の条件に近い光源 となるようモデ

ルケースを作成すること。

全 光束 [lm] 33,000

色温度 [K] 6,000

また、作成 した光源のモデルケースを利用 した場合 の点光源が レンズを入

射後、以下の条件が クリアできるか光学 シ ミュ レーシ ョンによる調査検討 を

行 うこと。

大吠埼灯 台 実効光度 1,100,000[cd]

角 島灯 台 実効光度  670,000[cd]

(2)データの作成

上記で設定 した条件 をク リアするために必要な高輝度 LEDの 数量及び全

体の外形寸法等を算出 した光源のモデルケースを作図す ること。

3.4 テス トランの実施

本調査 によ り作成 した高輝度 LEDの 組み合わせによる光源のモデルケース

(試作機 [プ ロ トタイプ])の テス トランを実施す ること。

(1)テ ス トラン

作成 したモデルケースに所定の定格 を印加 し、消灯時及び点灯時並びに 13

時間以上連続点灯 した時について、以下の項 目を測定す ること。

① 温度

② 色度 (可 視領域における単色光、分光色、スペ ク トル色 )

なお、テス トランに使用す る測定器等は、請負者が準備す ること。

(2)テ ス トラン結果の検討



テス トランで得 られた測定結果 について、以下の項 目について問題点を抽
出し取り纏めること。

① 熱温度 :冷却機能の必要性の有無

② 色 度 :色のばらつきの原因 。問題点

3.5 現地調査

請負者は、「1.5現地調査場所」において、以下の項 目を調査す ること。

(1)諸元

現地調査を行 う灯台の諸元は以下の とお りである。

標識 名
つのしまとうだい

角 島灯台

灯 ろ う 一 等

レンズ [等級 ] ― 等

灯 質 単せん白光 毎 5秒 に 1せん光

明 弧 352度 か ら 232度 まで

告示光度 [cd] 実効光度 670,000cd

光達距離 [海里 ] 18.5

平均水面上か ら灯火 中心までの高 さ [m] 44.66

地上か ら灯火 中心までの高 さ [m] 26.00

(2)新 光源配置の検討

上記 2基の灯台において、各灯台に設置 してある第一等フレネル レンズヘ

高輝度 LEDの 組み合わせ による光源のモデルケース (試作機 [プ ロ トタイプ])

の配置 (取付位置)の検討 を行 うこと。

なお、モデルケースの光源が持つ光学的特性 (配光特性)に応 じて、単一方

向か ら発光 される点光源が、各 レンズ面 (中 心 レンズ、屈折 レンズ、折射 レン

7

標 識名
ι:ぬぼうきさとうだい

犬吠埼 灯台

灯ろ う 一 等

レンズ [等 級 ] 一 等

灯 質 単せん 白光 毎 15秒 に 1せ ん光

明 弧 169度 か ら 65度 まで

告示光度 [cd] 実効光度 1,100,000cd

光達距離 [海里 ] 19.5

平均 水 面上 か ら灯 火 中心 まで の 高 さ [m] 52.30

地上か ら灯火 中心までの高 さ [m] 27.30



ズ)を どのよ うに入射するか調査 した上で最適な配置を検討す ること。

射プ リズム

中  心

プ ズ ム

レンズ

屈 プ リズム

源光

折射プ リズム

焦点距離

図 .フ レネル レンズの断面

(3)レ ンズ通過後の損失

現地調査場所の各灯台に設置 してある第一等フレネル レンズヘ高輝度 LE
Dの組み合わせによる光源のモデルケース (試作機 [プ ロ トタイプ])を設置 し

た場合の下記損失を検討すること。

① レンズ面に光が入射するとき、及びレンズ面から光が出るとき、それぞ

れの表面において生 じる反射による損失

② レンズを通過することによつて生 じる吸収による損失

③  レンズの各 リング間において生 じる損失

(4)レ ンズ内熱温度の測定

現地調査場所の各灯台に設置 してある第一等フ レネル レンズについて、太陽

光 レンズ通過後の集光によるレンズ中心部の熱温度 を測定す るものであ り、

ランプ消灯時の 日中 (0800～ 1200、 1200～ 1300、 1300～ 1700)計 3回 測定する

こと。

なお、測定はカーテン装置がある場合は、カーテンは閉 じた状態で昼間晴天

時に測定す ることとし、灯台 自動点灯時間帯の 日没前の測定は避 けること。

(5)ビーム光視認性調査

現地調査場所の各灯台において、現行のメタルハ ライ ドランプ及び高輝度

LEDの 組み合 わせによる光源 のモデルケース設置上で、 レンズ通過後の ビ

ーム光の視認性の対比を行 うこと。

なお、濃霧等ない夜間晴天時に調査 を行 うこととし、それぞれの光源による
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レンズ通過後の ビーム光の状況を点灯か ら数時間動画にて撮影す ること。
(6)実効光度測定手法の検討

新光源採用時は、現地において実効光度測定が必要なことか ら、標準光源・

輝度計等により光度測定、機器の性能確認 をす ることを前提 とし、海上及び陸
上の最適な測定可能な箇所 (場所)を 現地において調査すること。

なお、陸上測定の場合は、既設暗弧板 を外 して測定可能なことか ら、暗弧部

分の側線位置 も可能 とす る。

3.6 解析・検討

(1)結果の整理

請負者は、上記 「3.2 資料収集整理」の資料、「3.3 モデルの作成 (2)デ

ータの作成」のデータ及び 「3.4 テス トランの実施」の測定値・検討結果を

整理 し、取 り纏めること。

また、上記 「3.5 現地調査」の測定値・調査結果 を整理 し、取 り纏めるこ

と。

〈2)結 果の検討

請負者は、本調査によ り得た光源の うちメタルハ ライ ドランプの代替 とし

て可能か、可否判断を解析 し検討結果 を取 り纏めること。

3.7 協議・報告

(1)事前協議

本調査の着手にあた り、監督職員 と事前に協議 を行 うこと。

なお、請負者は、協議の結果 を打ち合わせて記録簿に記録 し、監督職員の確

認 を得 ること。

(2)中 間報告

請負者 は、上記 「3.2 資料収集整理」の資料及び「3.3 モデルの作成 (2)

データの作成」のデータを取 り纏め主任技術者の確認 を得た後に、監督職員ヘ

報告 し、その後、「3.4テ ス トランの実施」を行 うこと。

なお、「3.4テ ス トランの実施」後は、測定データ等を取 り纏め主任技術者

の確認 を得た後に、監督職員へ報告すること。

また、現地調査を行 う前に「1.5現 地調査場所の [管 理事務所 ]」 と日程調整

を行い、行程表及び調査内容等 を主任技術者の確認 を得た後に、監督職員へ報

告 し、現地調査を行 うこと。

中間報告は、上記 3回 を原則 とする。

(3)最 終報告

請負者は、本調査終了後においては、「3.9 報告書作成」の成果物を作成 し、

監督職員へ提出すると共に最終報告を行 うこと。

０

）



3.8 照査

請負者は、本調査についての一切の照査を行 うこと。

3.9 報告書作成

以下の項 目でA4版 ファイルに整理 し、 1部提出すること。
また、編集可能なファイル形式で電子媒体を 1部 提出すること。

① 目次

② 調査 目的

③ 光源のカタログデータ又は製造仕様書及び社内検査成績書

④ モデルケースの作成図

⑤ 測定結果

⑥ 測定状況の写真及び動画

⑦ 現地調査結果

⑧ 現地調査状況の写真及び動画

⑨ その他、監督職員が指示するもの
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再委託 (変更等)承諾申請書

令和  年  月  日
支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長 殿

請負者 住所

氏名

令和  年  月  日付け契約の「

第   号 )」 (契約金額 (税込み)

で、手続き方お願いします。

言己

1.再委託の (変更等)承諾を申請する相手方の名称、住所、業務及びその範囲、必要性、

業務の契約 (予定)金額 (総計)

別紙「履行体制に関する書面」のとおり

2.再委託の (変更等)承諾を申請する業務の契約金額の根拠 [該 当する項目にOを付す]

・業務の再委託に関し、当該業務の履行 (予定)者から、入札書・見積書を徴収した

結果 (こ の場合、その「写し」を添付)

・継続的な履行関係が存在する (こ の場合、その証明書 (契約書、協定書)の「写し」

を添付)

3.その他特記事項

契約 (令和  年度
円)に関して、下記のとおり申請するの

令和  年  月  日

令和
■ ヽ +ヽ
′c卜 dOI、

また、

②

殿

年 月 日付けで申請のあつた上記については、承諾したので、その旨通知する。

承諾内容等に変更等が生じる場合は、あらかじめ協議すること。

当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。

請負者は、再委託の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。

請負者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を提出させた場

合は、適切に保管し、事後において履行の確認ができるように徹底すること。

請負者は、注文者 (支出負担行為担当官等)か らの求めに応じ、②の書類の写し

を提出すること。

③

・その他 ( 令和  年  月  日付け提出した参考見積書等のとおり。 )

請負者氏名

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長 印



履行体制に関する書面

別紙

【書式例】

令和 年 月 日

(再委託先 1)

(再委託先2)

(再委託先3)

(再 委託先4)

(再 委託先5,

(再 々委託先 1)

(再 々委託先2)

(再 々委託先3)

住 所 住 所

■l

(請 負者 )

代表者氏名

担当業務範囲等 担当業務範囲等

住 所 住 所

h

代表者氏名 代表者氏名

担当業務範囲等 担当業務範囲等

住 所

■t

代表者氏名

担当業務範囲等 担当業務範囲等

住 所

■L

代表者氏名

担当業務範囲等

住 所

L

代表者氏名

担当業務範囲等

五

一一
　

一

一
　

一

一
　

一

一
　

一

一
　

一

一
　

一

一
　

一

一
　

一

一
　

一

一
　

一

一
　

一

一
　

一

一
　

一

Ｅ

匝更瓢丁
~

1 住所

巨

「

~~~
匡三三三三三コ

「孫豪瓢石
~


